
本連載では，IT業界の職場でよ

く起きる労務問題のケーススタデ

ィを10件取り上げますが，今回は

その前段として5つのトラブルパ

ターンについて概説いたします。

1. 時間外労働・休日出勤の扱い

IT業界の労務トラブルの中で一

番多いのが，時間外労働や休日出

勤に関する取り扱いといえます。

これは主に業務委託契約で働く職

場のケースになりますが，例えば，

委託契約上の月間作業時間とエン

ジニアの実労働時間との差異を吸

収するために，時間外労働があっ

たにもかかわらず割増賃金が支払

われていないケース，年次有給休

暇の取得分に相当する時間を実作

業時間として委託元へ請求できな

いため無給扱いとしているケー

ス，休日出勤分の労働時間に対す

る割増賃金が未払いになるケース

と，ほとんどがサービス残業に関

連するものになります。これらに

ついて，企業側は委託者との契約

時点で，実労働時間に対する請求

ができる契約内容としておくこと

が基本的な是正事項となります。

併せて，長時間労働に対する健

康管理の甘さからメンタル不全者

が増加していることも懸念されま

す。実労働時間の適正把握と賃金

支払いに関しては，監督官庁では

今後も厳しく取り扱うとされてい

ますので，安全衛生面から見て会

社側の配慮義務違反として処分さ

れないよう，過重労働を防止する

意味でも真剣に取り組んでいかな

ければならないものといえます。

2. 出退勤時間にルーズな社員

エンジニアには，出社時間にル

ーズな社員をよく見かけます。夕

方からでないとパフォーマンスが

上がらないと午後から出社をし，

夜中遅くまで仕事をし深夜に帰宅

をする，翌日の朝は起きられない

ので，また午後から出社をする…

…。このように出退勤時間を意識

せずに仕事を行うエンジニアは周

囲へ悪影響を与えてしまうため，

労務管理上で苦労させられます。

技術スキルが非常に高く，また出

された成果も非常に良いものだっ

たとしても，会社の基本的なルー

ルを守れない以上は，使用者と労

働者という雇用関係の中ではうま

く機能しません。むしろフリーラ

ンスとして活躍するほうが向いて

いるともいえます。

こういったケースでは，使用者

が注意・指導を繰り返し，場合に

よっては懲戒処分の対象とするこ

とになりますが，一方では，注意

指導や懲戒処分が適正でないとト

ラブルになることもあります。

3. 年俸制での未払い残業代

給与形態には様々ありますが，

IT関連の場合，設立間もない企業，

社員数が少ない企業で，専門業務

型裁量労働制と組み合わせて年俸

制を導入しているところをよく見

かけます。年俸制は，文字通り年

を単位として給与を支払うという

形態ですが，支払方法は，①基本

年俸を12分割，②基本年俸を14～

16分割し賞与時にも支給，③基本

年俸を12分割＋賞与，などいくつ

かに分けられます。

年俸制と裁量労働制を組み合わ

せて導入している場合，勤務時間

は社員に裁量性を持たせ，給与は

年額で定めて年俸制として支給

し，割増賃金（時間外勤務・深夜

勤務・休日出勤）を支給しないケ

ースがあります。一見すると勤務

時間にも裁量制があり問題がない

ように捉えられがちですが，年俸

制は給与の支給形態の一つでしか

なく，もともとの年俸額に一定時

間の時間外手当相当分が含まれて

いない場合には，深夜勤務や休日
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出勤分も含め割増賃金の支払いが

必要となります。また，専門業務

型裁量労働制を適用する場合は一

定の職種に限られますが，本来適

用できないプログラマー等にも裁

量労働制を導入し，時間管理を行

わないケースも見られます。

4. 管理監督者の捉え方と
プロジェクトマネージャーの処遇

昨今，管理職の処遇については

「偽装管理職」として世間で注目

されてきたように，法令で定めら

れている管理職の概念に当てはま

っているかどうかを労働基準監督

署では厳しく判断するようになっ

てきています。しかし実際には，

リーダー・マネージャーなど役職

が付いたら，役職手当を支給し残

業代を支給しないというのが現実

ではないでしょうか。

労働基準法では，管理監督者を

「事業の監督又は管理者の地位に

ある者で経営者と一体になって仕

事をする者，使用従属関係上の拘

束が一般労働者に比して弱い者」

と定義しています。労働時間管理

の観点から見ると，職務の性質上，

労働時間に関する規定の枠を越え

て働くことを要請されており，ま

た，自己の判断で出退社できる自

由裁量権を持っている者となりま

す。これはどの程度の役職者を指

すのかというと，取締役部長クラ

スを表していると考えられます。

通常，リーダー・マネージャー等

の役職は，経営者と一体になるま

での経営責任が伴う業務遂行を求

められておらず，使用従属関係も

相当強いものですから，管理監督

者であるとは言い難いでしょう。

ではIT業界でいうところのプロ

ジェクトマネージャーは，労働基

準法上での管理監督者に該当する

のでしょうか。プロジェクトマネ

ージャーといっても，1プロジェ

クトに対して，工程数管理から外

注先の選定，採用する人材の決定

まで幅広く裁量権を与えられてい

るものから，単に進捗管理だけで

人事裁量権は全くなく，自身の勤

務管理も別上司に管理されている

といったものまで，企業によって

様々あります。ここでも法律で定

義されているような裁量権が与え

られているのかどうかを，役職名

で判断するのではなく，以下のよ

うな判断基準に沿って検討するこ

とが必要とされます。

1）経営者から重要な責任と権限

を与えられているか

2）一般社員のように労働時間を管

理されていないか

3）一般社員より総年収額が多く

なる待遇がされているか

5. 過重労働から発症する
メンタル不全

この業界の問題としてもよく取

り上げられる「過重労働」は，メ

ンタルヘルスにも影響が大きく無

視できるものではありません。過

重労働が長期間続くと，肉体的ダ

メージだけでなく，精神的ダメー

ジも知らず知らずのうちに受けて

しまうとされています。長期間会

社に泊り込む，終電まで残業を続

ける，帰宅後も家で徹夜をするよ

うな生活を送る人が多いエンジニ

アは，睡眠のリズムが狂いやすく，

睡眠障害から二次的にメンタル不

全へと進行していく危険性が高い

ともいわれます。

メンタル不全は心の病気である

ため，精神的な症状ばかり出ると

思われがちですが，実は自覚症状

として最初に気づくのは体の不調

なのです。「睡眠障害」「疲労・倦

怠感」「食欲不振」「頭痛・頭重感」

「めまい」「性欲減退」「便秘・下

痢」「体重減少」「肩こり」「背部

痛」など，ごく日常的に感じるも

のばかりで，これらの症状はメン

タル不全者の9割近くに見られる

といいます。このようにメンタル

不全者は，憂うつな気分や不安な

ど精神的な症状に気づかないま

ま，頭痛や肩こりなど体の不調を

訴えがちなのです。

これらのサインをしきりに訴え

る社員がいる場合には，メンタル

不全の可能性を考慮し，早めに専

門医を受診するよう促すことが大

切です。メンタルヘルスへの対策

は，かかる前にいかにサインを見

つけ出し，ダメージが大きくなら

ないようにするかがポイントです。

定期的な検診や，外部の専門カウ

ンセラーの活用など，会社として

の対策を講じる必要が今後ますま

す増えてくるといえそうです。
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